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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 
カラス、ムクドリ、ヒヨドリ、スズメ、カルガモ、カワウ、ツキノ

ワグマ、ハクビシン、ニホンジカ、タヌキ、イノシシ、アライグマ 

計画期間 令和４年度～令和６年度 

対象地域 南部町 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和２年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

カラス 果樹（おうとう、りんご） 2,952千円    0.70ｈａ 

ムクドリ 果樹（おうとう、りんご） 1,161千円   0.24ｈａ 

ヒヨドリ 果樹（おうとう、りんご） 742千円   0.17ｈａ 

スズメ 果樹（おうとう、りんご） 702千円   0.17ｈａ 

カルガモ 水稲   321千円   0.25ｈａ 

カワウ ― ―千円     ―ｈａ 

ツキノワグマ 果樹（モモ） 10.9千円  0.0002ｈａ 

ハクビシン 果実（メロン、すいか）  23千円   0.01ｈａ 

ニホンジカ ― ―千円     ―ｈａ 

タヌキ ―   ―千円    ―ｈａ 

イノシシ ―     ―千円    ―ｈａ 

アライグマ 果樹（ぶどう） 15千円   0.00015ｈａ 

合計  5,927千円   1.54ｈａ 
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（２）被害の傾向 

①カラス 

年間を通し、果樹園において果樹等に被害が発生しており、特に６月～７月にかけてお

うとう、９月～１２月にかけてはりんごの被害が多発しており、被害区域も町全域へと年

々拡大傾向にある。 

②ムクドリ 

年間を通し、果樹園において果樹等に被害が発生しており、特に６月～７月にかけてお

うとう、９月～１２月にかけてはりんごの被害が多発しており、被害区域も町全域へと年

々拡大傾向にある。 

③ヒヨドリ 

年間を通し、果樹園において果樹等に被害が発生しており、特に６月～７月にかけてお

うとう、９月～１２月にかけてはりんごの被害が多発しており、被害区域も町全域へと年

々拡大傾向にある。 

④スズメ 

年間を通し、果樹園において果樹等に被害が発生しており、特に６月～７月にかけてお

うとう、９月～１２月にかけてはりんごの被害が多発しており、被害区域も町全域へと年

々拡大傾向にある。 

⑤カルガモ 

年間を通し、水田において水稲等に被害が発生しており、特に５月の田植え後の中苗時

の食害が多く、その後も苗の引き抜きや踏みつけ、稲の倒伏、食いちぎり等により減収に

つながる被害がある。被害区域も町全域へと年々拡大傾向にある。 

⑥カワウ 

平成３０年は１００羽程度の個体数が確認され、馬淵川本流支流において、アユを中心

とした魚類への食害が発生している。 

特に毎年５月～６月に漁協が行っているアユの稚魚放流後の食害の被害が大きく、年々

増加傾向にある。 

⑦ツキノワグマ 

毎年６～９月に、山間部の果樹園や畑において果樹等に被害が発生している、特に収穫

期のモモの被害がみられ、被害区域も年々拡大傾向にある。 

⑧ハクビシン 

年間を通し、果樹園において被害が発生しており、特に７月～９月にかけてメロン、す

いかの被害が見受けられ、被害区域も町全域へと年々拡大傾向にある。 

⑨ニホンジカ 

目撃が増加しており、今後、農林業被害の発生及び被害の増加が懸念される。 

⑩タヌキ 

目撃が増加しており、今後、農作業被害の発生及び被害の増加が懸念される。 

⑪イノシシ 

隣接市町村において農林業被害が発生し、目撃も増加しており今後農作物被害の発生及

び、被害の増加が懸念される。 
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⑫アライグマ 

果樹（ぶどう）園において、被害が発生している。今後、農作物被害の発生及び被害の

増加が懸念される。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 区 分 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

カラス 

金 額 ２，９５２ 千円 ２，６５７ 千円 

面 積 ０．７ ｈａ ０．６３ ｈａ 

ムクドリ 

金 額 １，１６１ 千円 １，０４５ 千円 

面 積 ０．２４ ｈａ ０．２１６ ｈａ 

ヒヨドリ 

金 額 ７４２ 千円 ６６８ 千円 

面 積 ０．１７ ｈａ ０．１５３ ｈａ 

スズメ 

金 額 ７０２ 千円 ７０２ 千円 

面 積 ０．１７ ｈａ ０．１７ ｈａ 

カルガモ 

金 額 ３２１ 千円 ３２１ 千円 

面 積 ０. ２５ ｈａ ０.２５ ｈａ 

カワウ 

金 額 －  千円 －  千円 

面 積 －  ｈａ －  ｈａ 

ツキノワグマ 

金 額 １０．９ 千円 １０．９ 千円 

面 積 ０．０００２ ｈａ ０．０００２ ｈａ 

ハクビシン 金 額 ２３ 千円 ２３ 千円 
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面 積 ０． ０１ ｈａ ０．０１ ｈａ 

ニホンジカ 

金 額 －  千円 －  千円 

面 積 －  ｈａ －  ｈａ 

タヌキ 

金 額 －  千円 －  千円 

面 積 －  ｈａ －  ｈａ 

イノシシ 

金 額 －  千円 －  千円 

面 積 －  ｈａ －  ｈａ 

アライグマ 

金 額 １５ 千円 １５ 千円 

面 積 ０． ０００１５ ｈａ ０．０００１５ ｈａ 

合計 

金 額 ５，９２７ 千円 ５，４４２ 千円 

面 積 １．５４０７ ｈａ １．４２９４ ｈａ 
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（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

 

 

① カラス、ムクドリ、ヒヨドリ、 

スズメ、カルガモ、カワウ 

（捕獲体制の整備） 

・町からの指導及び許可のもと、八戸農業

協同組合等が青森県猟友会南部町支部

に依頼し、有害鳥獣捕獲を行っている。 

（捕獲機材の導入） 

・カラス誘引（誘き寄せ）用スピーカー２

基 

（捕獲鳥獣の処理方法） 

・捕殺、埋却 

その他の対象鳥獣に対しては、鳥獣被害 

対策実施隊による現地調査を行い、ライフ

ル銃以外の銃器又はわなによる捕獲を行

っている。 

 

・捕獲に従事する猟友会員の高齢化に

加え捕獲業務の実施期間が農繁期と

重なるため従事者が不足している。 

 

 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

① カラス、ムクドリ、ヒヨドリ、スズメ

、カルガモ 

・被害を受けた農家が、自衛手段としてほ

場内に防鳥網の設置、爆音器、擬音装置

による追払い活動や、放任園の解消、防

鳥テープの設置等を実施している。 

 

・防鳥網を設置するには、被害範囲が

広範囲であるため、設置費と維持管理

に係る経費負担が課題となる。 
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(５)今後の取組方針 

・ハクビシン、ニホンジカ、イノシシ、アライグマについては、地域への定着を防ぐた

め、生息状況のモニタリングや予察捕獲を含めた積極的な捕獲活動を行う。 

・その他の対象鳥獣については、被害農家による追い払い活動等と猟友会による捕獲

業務を実施するとともに、従来の追払い活動では一定の効果はあるものの十分では

ないため、鳥獣被害対策実施隊による追い払いや捕獲活動も行う。 

・生産者、農協職員、漁協関係者等から被害状況を聴取し、鳥獣の種類や出没時期、

被害内容を把握し、対策の実施に活かす。 

・被害農家の自己防衛意識の啓発に努めるとともに、鳥獣の保護と適正な捕獲を考慮

した捕獲体制の整備を図り、野生鳥獣による農作物被害の軽減に努める。 

・猟友会の会員が高齢化しているため、担い手の育成・確保を図るため町広報紙を活

用した会員の募集を行うほか、狩猟免許取得等の経費について助成を実施する。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

町は、八戸農業協同組合及び馬渕川漁業協同組合等関係機関と連携し、農林水産被害

の状況を把握し情報を共有する。農林水産業の被害情報を基に、青森県猟友会南部町支

部会員の協力により結成された実施隊が、被害を受けている範囲内において有害鳥獣の

捕獲を行うとともに、南部町鳥獣被害防止計画に基づいた捕獲業務を行う。 

なお、ハクビシン、ニホンジカ、イノシシ、アライグマについては、予察も含め可能

な限り捕獲活動を行う。被害の防止対策としてわな又はライフル銃以外の銃器を使用し

た捕獲を実施するとともに、わなやライフル銃以外の銃器での捕獲が困難な場合にお

いて、鳥獣被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等の従事者によるライフル銃を使用

したツキノワグマ、二ホンジカ、イノシシといった大型獣の捕獲を実施する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和４年度 

～ 

令和６年度 

 

 

カラス、ムクドリ 

ヒヨドリ、スズメ 

カルガモ、カワウ 

ツキノワグマ 

ハクビシン 

ニホンジカ 

タヌキ 

イノシシ 

アライグマ 

猟友会等関係団体と連携して担い手の育成、確保

を図るため、狩猟免許取得、狩猟免許更新、射撃大

会等の経費について助成を実施する。 

 ツキノワグマ、ハクビシン、タヌキ、イノシシ、

アライグマ捕獲のためのわなの導入及び、ニホンジ

カ捕獲のための囲いわなの導入を検討し、加害個体

に対して効率的な捕獲体制を整備する。 
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（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

捕獲については、「青森県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」に基づき、適正な捕獲を実施し

ていく。 

①カラス 

 依然として農作物への食害や食害以外の加害（果実へのツツキ、爪痕、また、果実

用袋破損等）があることから、加害個体を確実に減少させるため、840羽とする。 

②ムクドリ 

依然として農作物への食害や食害以外の加害（果実へのツツキ、爪痕、また、果実用

袋破損等）があることから、加害個体を確実に減少させるため、150羽とする。 

③ヒヨドリ 

依然として農作物への食害や食害以外の加害（果実へのツツキ、爪痕、また、果実用

袋破損等）があることから、加害個体を確実に減少させるため、70羽とする。 

④スズメ 

依然として農作物への食害や食害以外の加害（果実へのツツキ、爪痕、また、果実用

袋破損等）があることから、加害個体を確実に減少させるため、60羽とする。 

⑤カルガモ 

ここ数年の捕獲数は減少しているものの、依然として農作物への食害や食害以外の加

害（稲の倒伏等）があることから、加害個体を確実に減少させるため、100羽とする。 

⑥カワウ 

ここ数年確認個体数が増加傾向であり、アユを中心とした内水面の魚類への食害があ

ることから、加害個体を確実に減少させるため、30羽とする。 

⑦ツキノワグマ 

 ここ数年確認個体数が増加傾向であり、農作物への食害、樹木への爪痕や枝折り等の

破損がみられることから、加害個体を確実に減少させるため、必要最小数とする。 

⑧ハクビシン 

ここ数年確認個体数が増加傾向であり農作物被害が発生し、目撃も増加していること

から未然に農作物被害を防止するため、予察を含め可能な限り捕獲する。 

⑨ニホンジカ 

 ここ数年目撃個体数が増加傾向であり、農作物及び樹木への食害等が懸念されること

から、未然に農林業被害を防止するため、予察を含め可能な限り捕獲する。 

⑩タヌキ 

 ここ数年確認個体数が増加傾向であり農作物被害が発生し、目撃も増加していること

から未然に農作物被害を防止するため、必要最小数とする。 

⑪イノシシ 

管内において農作物被害が発生し、目撃も増加していることから未然に農作物被害を

防止するため、予察を含め可能な限り捕獲する。 

⑫アライグマ 

 管内において目撃も増加していることから未然に農作物被害を防止するため、予察

を含め可能な限り捕獲する。 
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（過去の捕獲等実績） 
 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

カラス 561 254 212 

ムクドリ 98 11 15 

ヒヨドリ 47 30 22 

スズメ 38 13 6 

カルガモ 160 23 23 

カワウ 9 16 26 

ツキノワグマ ― ― ― 

ハクビシン ― ― ― 

ニホンジカ ― 1 2 

タヌキ ― ― ― 

イノシシ ― ― ― 

アライグマ ― ― ― 

 

対象鳥獣 

捕獲計画数等 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

カラス 840 840 840 

ムクドリ 150 150 150 

ヒヨドリ 70 70 70 

スズメ 60 60 60 

カルガモ 100 100 100 

カワウ 30 30 30 

ツキノワグマ 必要最小数 必要最小数 必要最小数 

ハクビシン 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

ニホンジカ 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

タヌキ 必要最小数 必要最小数 必要最小数 

イノシシ 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

アライグマ 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 
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捕獲等の取組内容 

対象鳥獣：カラス 

捕獲手段：銃器（ライフル銃以外） 

実施期間：５月～１０月 

実施場所：農作物被害のあった周辺において関係団体と協議し、２次災害の危険等を考 

慮した上で、捕獲業務に適した場所を設定する。 

対象鳥獣：ムクドリ 

捕獲手段：銃器（ライフル銃以外） 

実施期間：５月～１０月 

実施場所：農作物被害のあった周辺において関係団体と協議し、２次災害の危険等を考

慮した上で、捕獲業務に適した場所を設定する。 

対象鳥獣：ヒヨドリ 

捕獲手段：銃器（ライフル銃以外） 

実施期間：５月～１０月 

実施場所：農作物被害のあった周辺において関係団体と協議し、２次災害の危険等を考

慮した上で、捕獲業務に適した場所を設定する。 

対象鳥獣：スズメ 

捕獲手段：銃器（ライフル銃以外） 

実施期間：５月～１０月 

実施場所：農作物被害のあった周辺において関係団体と協議し、２次災害の危険等を考

慮した上で、捕獲業務に適した場所を設定する。 

対象鳥獣：カルガモ 

捕獲手段：銃器（ライフル銃以外） 

実施期間：５月～１０月 

実施場所：農作物被害のあった周辺において関係団体と協議し、２次災害の危険等を考

慮した上で、捕獲業務に適した場所を設定する。 

対象鳥獣：カワウ 

捕獲手段：銃器（ライフル銃以外） 

実施期間：５月～１０月 

実施場所：食害のあった河川の流域において関係団体と協議し、２次災害の危険等を考

慮した上で、捕獲業務に適した場所を設定する。 

対象鳥獣：ツキノワグマ 

捕獲手段：箱わな、銃器 

実施期間：５月～１０月 

実施場所：被害の集中する農作物の収穫時期前に、出没及び被害の発生した地区におい

て、追払いを実施した上で、追払い効果の低い個体を箱わな、または銃器に

より捕獲する。 
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対象鳥獣：ハクビシン 

捕獲手段：箱わな、銃器（ライフル銃以外） 

実施期間：通年 

実施場所：出没及び被害の発生した地区において、追払いを実施した上で、追払い効果

の低い個体を箱わな、または銃器により捕獲する。 

対象鳥獣：ニホンジカ 

捕獲手段：わな、銃器 

実施期間：通年 

実施場所：出没及び農作物被害のあった周辺において関係団体と協議し、２次災害の危

険等を考慮した上で、わなや銃器により捕獲する。 

対象鳥獣：タヌキ 

捕獲手段：箱わな、銃器（ライフル銃以外） 

実施期間：５月～１０月 

実施場所：被害の集中する農作物の収穫時期前に、出没及び被害の発生した地区におい

て、追払いを実施した上で、追払い効果の低い個体を箱わな、または銃器に

より捕獲する。 

対象鳥獣：イノシシ 

捕獲手段：わな、銃器 

実施期間：通年 

実施場所：出没及び被害の発生した地区において、わな、または銃器により捕獲する。 

対象鳥獣：アライグマ 

捕獲手段：箱わな、銃器（ライフル銃以外） 

実施期間：通年 

実施場所：出没及び被害の発生した地区において、箱わな、または銃器により捕獲する。 

  

 

ライフル銃による捕獲等と実施する必要性及びその取組内容 

ツキノワグマ、二ホンジカ及びイノシシの捕獲は、わな及びライフル銃以外の銃器を

基本とするが、これらの方法での捕獲が困難な個体については、射程が長く、捕獲能力

の高いライフル銃を使用する。 

 

（４）許可権限委譲事項 

 

 

 

 

対象地域 対象鳥獣 

南部町 なし（権限委譲済） 
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４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

該当なし なし なし なし 

 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和４年度 

～ 

令和６年度 

カラス、ムクドリ 

ヒヨドリ、スズメ 

カルガモ 

ツキノワグマ 

ハクビシン 

ニホンジカ 

タヌキ 

イノシシ 

アライグマ 

緩衝帯整備、収穫物の適期収穫、刈り取り、爆

音機の使用、放任果樹の除去等の取組を農家に対

して指導する。 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれ

がある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

南部町  

・現場確認等 

・防災無線や広報車による注意喚起 

・警察署や実施隊等への連絡 

三戸警察署 
・現場確認等 

・銃器等の取扱い指導、助言等 

南部町鳥獣被害対策実施隊 

（青森県猟友会南部町支部） 

・見回り、現場確認等 

・捕獲対応 

三八地域県民局地域農林水産部 ・町への指導、助言、被害状況把握 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 

 

（２）緊急時の連絡体制 

実施隊（猟友会）  現場確認等  

住民 

防災放送 

      連絡       

 

 

通報者    南部町      現場確認等 

① 通報                   

                連絡 

 

三八地域県民局 

     連絡 

    三戸警察署     現場確認等 

 

 

 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲した対象鳥獣は、「青森県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」に基づき、捕獲現場で埋

却するなど適正に処理する。 

なお、捕獲した鳥獣の処理体制については、町廃棄物担当課と連携して捕獲者や廃棄

物処理業者等の関係者に周知する。 

 また、南部町鳥獣被害対策協議会の捕獲事業により捕獲された鳥獣については、協議

会の構成員である南部町等が廃棄物の排出者として適切に処理することとする。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

捕獲した対象鳥獣は、食品としての利用に適さない又は捕獲数が少なく食品としての利

用促進が困難であるため、上記６のとおり適切に処理する。 

また、学術研究等に利用できる場合は、研究機関等に提供する。 

 

 

 

現 
 

地 

 

三八地域県民局地域農林水産部 

鳥獣保護管理員 三戸警察署 

③事後報告 
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８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

被害防止対策協議会の名称 南部町鳥獣被害対策協議会 

構成機関の名称 役  割 

南部町  ・事務局を担当し協議会に関する連絡及び調整 

青森県三八地域県民局地域農林水産部 

 

・有害鳥獣捕獲の捕獲行為に関する助言及び指

 導 

三戸警察署 ・住宅地等での生活被害発生時の連携 

八戸農業協同組合 ・有害鳥獣関連情報の提供と被害防止に関する

指導 

鳥獣保護管理員 ・野生動物との共存に係わる助言、指導 

南部町鳥獣被害対策実施隊 ・有害鳥獣関連情報の提供と有害鳥獣捕獲の実

 施 

青森県猟友会南部町支部 ・有害鳥獣関連情報の提供 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役   割 

三八上北森林管理署 

八戸市森林組合 

三八地方森林組合 

馬渕川漁業協同組合 

 

・林業被害の情報提供 

 

・水産被害の情報提供 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

南部町鳥獣被害対策実施隊の設置（Ｈ26年２月14日） 

・実施隊員は、町職員及び南部町猟友会員より選出し構成する。 

・実施隊隊員44名（Ｒ３、10月時点） 

南部町町鳥獣被害対策実施隊の活動 

・被害防止計画に取り組むため、関係機関と連絡する。 

・被害農家への啓発や防除方法の指導を行う。 

・有害鳥獣の捕獲及び追い払い作業を行う。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

鳥獣対策に関する研修会等に積極的に参加する。 

また、近隣市町村との連携を強化し情報の共有化や対策の検討を行う。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 特になし 

 


